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編集・発行

第 37号

なりたファミリー・サポート・センターは未来を担う子どもたちの健やかな成長と、安心して

子育てのできる地域社会づくりを目指します。今後も、子育て中のお父さんお母さんを応援して

いきたいと思います。 

 

 

 

   
 

8 月 27日（水）、出張和菓子教

室新柳和菓子職人の坂巻瞳氏を講

師にお迎えし、和菓子 2 種類の作

り方を教えていただきました。 

親子での参加が多く、和菓子作り

を通し、日本の文化に触れることが

できました。また、子育ての情報交

換もできました。 

。 

2種類 
つくりました‼ 

参加者の 
アンケート結果 

・幼い子でも楽しく過ごせて、とてもなごやかでよかったです。丸めてこねこね伸ばして、
親子共々楽しかったです。 

・和菓子の繊細な技術に感動しました。色のグラデーション、デザインも素敵でした。指先
もつかって子供にも良いと感じました。 

・和菓子の絵本を持っていて、作ってみたいと思っていたので、とてもよい経験をさせて
頂きました。ありがとうございました。 

・和菓子作りの難しさを身に染みて体験できました。 

「家ではつくれない和菓子作り体験をさせていただいて本当によかった。」とのお声をたく
さんいただきました。また来年、交流会を開催する予定ですので、みなさまのご参加をお待
ちしています。                            スタッフ一同 



 

 

～ アンケート結果 ～ 

☆子どもを預かるときに、何が一番心配ですか？ 

・けがや事故なく、安全に預かることができるか心配です。  
・居心地の良い場所を提供できるだろうか心配です。 

☆セミナーの感想・ご意見お聞かせください。 

・事例も聞けて勉強になった。改めて、児童虐待・社会的擁
護について考える機会になりました。 

・声のかけ方により、虐待になってしまうことがあると分か
り、気をつけようと思いました。 
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虐待から児童を守るためには、各関係機関が敏速に

事態を把握し、対応をしなければならない。 
それには「早期発見」が重要となる。ほんの一瞬の

躊躇が、幼い命を奪ってしまう事になる。「虐待されて
いる」「虐待されているのではないか？」を含め、「通
知の義務」がある事を忘れないでほしい。 

 
『児童を守るための流れ』 
虐待の発見⇒市町村へ⇒福祉事務所⇒児童相談所 
 
※各自治体ではネットワークが出来ていて、保育所、
幼稚園、小学校、警察、近隣住民（民生委員・児童委
員）等関係機関との会議が設けられている。 

～こども家庭庁ホームページより～ 

 

令和 7 年 7 月 23 日(水)成田市保健福祉館において、なりたファミリー・サポート・センター子育て応援

セミナーを開催しました。 成田国際福祉専門学校長の友永粧子氏を講師にお迎えし、「児童虐待と社会的擁

護」をテーマにご講話していただきました。 

今年度から子ども家庭庁通達により、協力・両方会員を対象に５年に１度の虐待防止に関する講習受講が義

務化されました。大切な講習となりますので、受講していただくようお願いいたします。なお、次回の講習に

ついては、日程が決まり次第お知らせします。 
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子育て応援セミナー 



 

 

ファミサポ活動 ある日のできごと 
＊活動の様子を協力会員さんが報告書
に記入します。そこから少しご紹介い
たします。 

☆約 1か月ぶりのお預かりでしたが、全くブランクを感じさせない人なつっこさに、こちらがびっ
くりしました。（笑）                  （兄弟の幼稚園お迎えと預かり） 
 

☆慣れてきて動きが活発になってきました。怪我をしないように注意したいと思います。 
                                 （２才の子の預かり） 

☆2 か月ぶりくらいに会いましたが、さらに活発に動くようになりました。歌が聞こえてくると遊
びが止まり音のする方を見ていました。音楽がすきなんだなぁと思いました。お庭に出てアリを
探したり、手を繋いでお散歩も楽しめました。            （2才の子の預かり） 

 

☆ご飯を楽しみにしてくれていて、たくさん食べてくれます。 
 自分の気持ちを上手に伝えてくれることが多くなってきました。  

（姉弟の幼稚園お迎えと預かり） 
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なりたファミリー・サポート・センターではフォローアップ講習（応援セミナー・救命救急講習会）を実施し、 

活動の質の維持、向上に努めています。 

 

救命救急講習会は年 2回開催しています。協力・両方会員は 5年に 1度受講する必要があります。 
乳幼児の心肺蘇生など、子供を預かる上で大事な講習になります。 

救命救急講習Ⅲ 
6月 9日（月）赤坂消防署救命救急士２名を講師に迎え講習会を開催しました。 

 

AEDを使用する時の注意点

・傷病者の胸の部分が濡れていると、電気ショ
ックによる十分な効果が得られません。タ
オルなどで拭いてから電極パットを貼りつ
けてください。 

Live 119を知っていますか 

・通報者のスマートフォンを使い、救急現場の映
像を災害救急情報センターに送信できる仕組み
です。管制員は送られてきた映像を見ながら通
報者に、応急手当の指導をしたり、アドバイス
をすることができます。 



登 録 会 員 数

（令和 7 年 9 月末現在） 
利用会員  ４９１人 
協力会員   ８４人 
両方会員     ２４人 
総会員数  ５９９人  

は 3 

★登録内容に変更があったらセンターまで連絡を！ 
住所や電話番号（携帯電話含む）の変更はありませんか？変更があった場合は、必ずセンターへ連絡をお願

いします。(利用会員は成田市外へ引越しされた場合は退会となりますので、退会のご連絡をお願いします。) 

riyoukaii 

 

★サポート依頼は 1 週間前までにセンターへ！ 
初めて協力会員にお願いする場合には、安心・安全なサポートを行うため、活動前に必ず事前打ち合わせを

する必要があります。依頼したい日時が決まり次第、お早めにセンターへご連絡ください。 

★サポート前に依頼連絡がないと保険が適用されません 
利用会員から協力会員に直接依頼したサポートや定期的なサポートについては、必ずサポート前に、電話・

FAX・メールのいずれかの方法で利用会員からセンターへご連絡ください。活動前に依頼の報告がないと

保険が適用されませんので、ご注意ください。 

【ご報告いただきたい内容】日時・依頼内容・預けるお子さんの名前・協力会員名 

 

★活動報告書の提出期限は翌月の 10 日です 

活動報告書はセンター窓口に提出をお願いします。他の月とまとめて提出のないようよろしくお願いします。 

★サポート内容の変更について 
サポート内容の変更はありませんか？サポート内容を変更した場合はセンターまでご連絡ください。 

℡0476-27-8010 
nfsupport@naritashakyo.or.jp 

 

 

成田市社会福祉協議会 

なりたファミリー・サポート・センター 

 

 

★キャンセル料について 
前日までの取り消しの場合、キャンセル料金は無料ですが、当日の依頼の取り消しは、依頼時間分全額のキャ

ンセル料金が発生します。キャンセルは直接協力会員へご連絡ください。協力会員宅まで支払いに行けない場

合、センターにて預かることも可能です。 

協力会員 
募集中   
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～活動の遅刻について～   

現在、利用会員の活動開始時刻の遅れが多くなっています。 

協力会員は、活動のために時間を空けてくれています。万が一、

時間に遅れる場合、必ず連絡をしましょう。 

連絡なしで遅刻された場合、活動開始時間からの料金のお支払い

をお願いいたします。 

気持ちよく活動をするためにも、ご協力お願いいたします。 


